
 
                    令和２年２月２０日 

                      建 設 局 

 

多摩３・１・６号南多摩尾根幹線の事業に着手します 

 本日（２月２０日）、以下の路線について、国土交通省から都市計画事業の認可を取得

し、事業を実施いたしますのでお知らせします。 

路 線 名 施 行 箇 所 延長 計画幅員 事業期間 事業費 
担 当 

事務所 

多摩３・１・６号 

南多摩尾根幹線 

多摩市 

諏訪六丁目 

～ 

南野三丁目 

5,500ｍ 43～58ｍ 

令和元年度 

～ 

令和７年度 

130 億円 
南多摩東部

建設事務所 

 

南多摩尾根幹線は、調布市の多摩川原橋から、稲城市、多摩市、八王子市を経由し、

町田市の町田街道に接続する、延長約１６．６ｋｍの都市計画道路です。 

このうち、多摩市諏訪六丁目から南野三丁目の延長５．５ｋｍの区間について事業に

着手します。 

 

【事業の概要】 

本事業は、暫定２車線で整備されている区間を、全線４車線で整備するものです。 

また、自転車歩行者道を拡幅し、自転車と歩行者の通行を構造的に分離します。 

 

【事業の効果】 

① 調布保谷線に接続し埼玉方面から神奈川方面に至る広域的な道路ネットワークを構築

します。 

② 交通の円滑化が図られるとともに、歩行者・自転車の安全性、快適性が向上します。 

③ 広域的な道路ネットワークを構築することにより、災害時の緊急物資の輸送が円滑に

なり、地域の防災性が向上します。 

④ 多摩ニュータウンの再生に寄与し地域の魅力を向上させます。 

 

問い合わせ先 
建設局 道路建設部 道路橋梁課 ダイヤルイン ０３－５３２０－５３５１ 

（本区間の道路づくりに関すること） 
 （工事）南多摩東部建設事務所 工事課 電話 ０４２－７２０－８６４１ 
 （補償）南多摩東部建設事務所 用地課 電話 ０４２－７２０－８６３３ 
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※標準断面図は確定したものではありません。

（歩道等）（歩道等）

凡 例

多摩３・１・６号南多摩尾根幹線

今回事業認可区間

整備済の区間

未整備区間

周辺の主な都道

鉄道

都県境

市境


